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水戸市障害福祉課長  

 

  就労移行支援及び就労継続支援に係る在宅就労支援の取り扱いについて（通知） 

 

 日頃から，本市の障害福祉行政に御協力を賜わり厚く御礼申し上げます。 

 さて，在宅でのサービス利用における支援（以下「在宅就労支援」という。）の提供に

つきましては，「就労移行支援事業，就労継続支援事業（Ａ型，Ｂ型）における留意事項

について」（平成 19年４月２日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通

知。以下「留意事項通知」という。）により対応していただいているところです。 

 今回，本市での在宅就労支援についての考え方を下記にまとめましたので，御了知くだ

さい。 

なお，本通知は，本市の支給決定を受ける利用者に対する取り扱いとなります。他市町

村で支給決定を受ける利用者への在宅就労支援については，支給決定を行う自治体に確認

をしてください。 

 

記 

 

１ 在宅利用者      

  留意事項通知２（３）①の「在宅でのサービス利用による支援効果が認められるものと

市町村が判断した者（以下「在宅利用者」という。）」について本市では，アセスメント及

び支援内容の検討結果に基づき，在宅でのサービス提供することによる支援効果が認め

られる旨が明記された個別支援計画に同意をした者（個別支援計画を見直す際も同様）と

します。 

在宅利用者に在宅でのサービスを提供している旨を本市に報告することは不要ですが，

アセスメントやモニタリング等の記録は，市が資料の提供を求めたときに直ぐに提示で

きるようにしてください。 

 

２ 他のサービスとの重複 

居宅介護等，利用者が他の障害福祉サービス等を利用している時間は，在宅就労支援を

提供することはできません。 



 

３ サービスが適正に提供されない場合 

  留意事項通知留意事項通知２（３）「在宅において利用する場合の支援について」に基

づいた支援が適正に行われていることが確認できない場合は，給付費の返還を求めます。  

  また，個別支援計画作成に係るアセスメント及びモニタリングの記録が確認できなか

った場合も同様です。 
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